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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 加 熱 手 段 と 、 基 板 を 支 持 す る 基 板 支 持 手 段 と を 備 え る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て
、
前 記 基 板 支 持 手 段 は 、 前 記 基 板 支 持 手 段 に 対 し て 前 記 加 熱 手 段 と 反 対 側 で 前 記 基 板 を 支 持
し 、
前 記 基 板 支 持 手 段 は 石 英 材 を 備 え 、 前 記 石 英 材 の 少 な く と も 一 部 に 前 記 加 熱 手 段 か ら の 光
子 エ ネ ル ギ ー が 伝 達 さ れ る の を 阻 止 す る 阻 止 部 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】 前 記 基 板 支 持 手 段 は 、 第 １ お よ び 第 ２ の 部 材 を 備 え 、
前 記 第 １ の 部 材 は 、 前 記 基 板 を 支 持 す る 第 １ の 支 持 面 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 部 材 は 、 前 記 第 １ の 部 材 を 支 持 す る 第 ２ の 支 持 面 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 部 材 は 、 中 央 部 に 開 口 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 支 持 面 は 、 前 記 開 口 の 周 り に 設 け ら れ 、
前 記 第 １ の 部 材 は 、 前 記 開 口 を 覆 っ て 前 記 第 ２ の 部 材 の 前 記 第 ２ の 支 持 面 で 支 持 さ れ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 基 板 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】 加 熱 手 段 と 、 基 板 を 支 持 す る 基 板 支 持 手 段 と 、 前 記 基 板 支 持 手 段 を 前 記 加 熱
手 段 上 で 支 持 す る 前 記 基 板 支 持 手 段 の 支 持 手 段 と を 備 え る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て 、
前 記 基 板 支 持 手 段 が 、 前 記 基 板 を 支 持 す る 第 １ の 支 持 面 を 備 え る 第 １ の 部 材 と
、 前 記 第 １ の 部 材 を 支 持 す る 第 ２ の 支 持 面 を 備 え る 第 ２ の 部 材 と を 備 え 、
前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 部 材 の 少 な く と も 一 つ が 石 英 材 を 備 え 、 前 記 石 英 材 の 少 な く と も 一
部 に 前 記 加 熱 手 段 か ら の 光 子 エ ネ ル ギ ー が 伝 達 さ れ る の を 阻 止 す る 阻 止 部 を 設 け た こ と を
特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。



【 請 求 項 ４ 】 前 記 第 ２ の 部 材 は 石 英 材 を 備 え 、
前 記 第 ２ の 部 材 は 、 前 記 第 ２ の 支 持 面 の 周 り に 設 け ら れ た 周 辺 部 を 備 え 、 前 記 第 ２ の 部 材
の 前 記 石 英 材 の 少 な く と も 前 記 周 辺 部 に 前 記 阻 止 部 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ３ 記 載 の 基 板 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】 加 熱 手 段 と 、 基 板 を 支 持 す る 基 板 支 持 手 段 と を 備 え る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て
、
前 記 基 板 支 持 手 段 は 、 前 記 基 板 支 持 手 段 に 対 し て 前 記 加 熱 手 段 と 反 対 側 で 前 記 基 板 を 支 持
し 、
前 記 基 板 支 持 手 段 は 、 中 央 の 開 口 と 、 前 記 中 央 の 開 口 の 周 り に 設 け ら れ た 前 記 基 板 を 支 持
す る 支 持 面 と を 有 す る 支 持 部 材 を 備 え 、
前 記 支 持 部 材 は 、 石 英 材 を 備 え 、 前 記 石 英 材 の す く な く と も 一 部 は 不 透 明 と な っ て お り 、
前 記 支 持 面 は 窪 ん で 設 け ら れ 、 前 記 窪 ん だ 支 持 面 は 、 そ の 上 に 前 記 基 板 を 支 持 し 、 前 記 基
板 の 熱 膨 張 を 制 限 し な い よ う な 大 き さ に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
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